
政
令
第

号

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則

第
八
十
七
条
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
―
第
十
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
十
一
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
輸
出
貿
易
管
理
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

一

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
二
の
二
〇
の
項

二

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
一
条
第
六
号
ロ



三

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第
一
条

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
章

原
子
炉
の

目
次
中
「
第
三
章

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制
（
第
十
二
条
―
第
二
十
条
）
」
を

第
一
節

試
験
研

第
二
節

発
電
用

設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制

究
用
等
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制
（
第
十
二
条
―
第
二
十
条
）

に
改
め
る
。

原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
条
の
二
―
第
二
十
条
の
六
）
」

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
認
定
）
」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
十
二
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制



第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
条
中
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
、
同
条
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
に
、
「
原
子
炉
の
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
条
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
原
子
炉
又
は
原
子
炉
」

を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験



研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
七

号
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
認
定
）
」
に
改
め
る
。

第
三
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
二
節

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
制

（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
条
の
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
は
、
発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所

ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
に
必
要
な
資
金
の
調
達
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
に
係
る
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
条
の
三

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制



委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
理
由

五

工
事
を
伴
う
と
き
は
、
そ
の
工
事
計
画

（
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
二
十
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お

い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
と
す
る
。

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
又
は
発
電
用
原
子
炉
を
含
む
一
体

と
し
て
の
施
設
の
譲
受
け
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

譲
受
け
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

使
用
の
目
的

四

発
電
用
原
子
炉
の
型
式
、
熱
出
力
及
び
基
数

五

発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
て
い
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

六

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

七

発
電
用
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
及
び
そ
の
年
間
予
定
使
用
量

八

使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法

九

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十

発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著
し
い
損
傷
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に

必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
期
間
の
延
長
に
係
る
期
間
の
上
限
）

第
二
十
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
十
年
と
す
る
。
た
だ
し



、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
既
設
発
電
用
原
子
炉
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
設
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
は
、
五
十
七
年
か
ら
当
該
既
設
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
の
工
事
に
つ
い
て
最
初
に
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附

則
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
検

査
に
合
格
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日

ま
で
の
期
間
を
控
除
し
た
期
間
と
す
る
。

第
四
十
六
条
中
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
七
十
六
人
」
を
「
二
百
二
十
四
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
」
に
、
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改

め
、
同
条
第
六
項
中
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
発
電
用
原
子
炉
以
外
の
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
、
「
原
子
炉
を
」

を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号



及
び
第
三
号
中
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
」
に
、
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三

の
八
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
十
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
原
子
炉
（
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
設
置
者
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十

二
第
三
項
」
に
、
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号

中
「
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
発
電
用
原
子
炉
以
外
の
原
子
炉
に
係
る
も
の
に
限
る
」
を
「

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
で
あ
つ
て
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中

「
原
子
炉
施
設
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
施
設
を
除
く
。
）
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
船
舶

に
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
除
く
。
）
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
第
五
号
中
「
原
子
炉
に
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
」
に
、
「
原
子
炉
施
設
」
を
「

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六

号
と
し
、
同
表
第
四
号
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
若
し
く
は
発
電
用
原
子
炉
」
に
、
「
前
三
号
」
を
「
前



各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
第
三
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
表
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

三

発
電
用
原
子
炉
の
う
ち
原
子
力
規
制
委
員
会
が
告
示
で
定

国
家
公
安
委
員
会
及
び
海
上
保
安
庁
長
官

め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
発
電
用
原
子
炉
」
と
い
う
。
）
に

係
る
核
物
質
防
護
規
定
に
つ
い
て
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二

十
七
第
一
項
の
認
可
を
す
る
場
合

第
六
十
三
条
第
二
項
の
表
第
一
号
中
「
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究

用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
原
子
炉
で
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
で
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
者

」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を

第
六
号
と
し
、
同
表
第
四
号
中
「
原
子
炉
又
は
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
若
し
く
は
発
電
用
原
子
炉
又
は
」
に
、
「
前

三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め

、
同
号
を
同
表
第
五
号
と
し
、
同
表
第
三
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
表
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
定
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
つ

国
家
公
安
委
員
会
及
び
海
上
保
安
庁
長
官



い
て
の
法
第
七
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
定
の
運
用
に

関
す
る
意
見

第
六
十
四
条
の
表
第
一
号
中
「
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
設
置
者
」
に
、
「
原
子
炉
を
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
」
に
、
「
原
子
炉
に
係
る
旧
原
子
炉
設
置
者
等
」
を
「

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
原
子
炉
で
」
を
「
試
験

研
究
用
等
原
子
炉
で
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
中
第
十
三
号
を
第

十
六
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
四
号
中
「
原
子
炉
で
」
を
「
試
験
研
究
用
等

原
子
炉
で
」
に
、
「
原
子
炉
設
置
者
（
当
該
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
（
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

」
に
、
「
原
子
炉
に
係
る
旧
原
子
炉
設
置
者
等
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等

」
に
、
「
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
、
「

原
子
炉
若
し
く
は
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
若
し
く
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
六

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

特
定
発
電
用
原
子
炉
以
外
の
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電

国
家
公
安
委
員
会



用
原
子
炉
設
置
者
（
当
該
発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
者
及
び
当
該
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
旧
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
等
を
含
む
。
）
又
は
当
該
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
か
ら
そ
の
設
置
し
た
発
電
用
原
子
炉
若

し
く
は
発
電
用
原
子
炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
を
譲
り

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
法
第
七
十
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
規
定
に
よ
る
処
分
等
を
し
た
場
合

第
六
十
四
条
の
表
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
、
「
原
子
炉
に
係
る
原
子
炉
設
置
者
」
を
「
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
」
に
、
「
原
子
炉
又
は
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

又
は
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

特
定
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
か
ら

国
家
公
安
委
員
会
及
び
海
上
保
安
庁
長
官

そ
の
設
置
し
た
特
定
発
電
用
原
子
炉
又
は
特
定
発
電
用
原
子

炉
を
含
む
一
体
と
し
て
の
施
設
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者



に
つ
い
て
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
許
可
を

し
た
場
合

第
六
十
四
条
の
表
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
定
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
当

国
家
公
安
委
員
会
及
び
海
上
保
安
庁
長
官

該
特
定
発
電
用
原
子
炉
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
当
該

特
定
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を

含
む
。
）
に
つ
い
て
法
第
七
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規

定
に
よ
る
処
分
等
を
し
た
場
合

別
表
第
一
の
十
六
の
項
イ
中
「
六
十
三
万
七
千
七
百
円
」
を
「
七
十
万
五
千
円
」
に
、
「
六
十
三
万
六
千
四
百
円
」
を
「

七
十
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
、
「
二
百
十
万
千
九
百
円
」
を
「
百

四
十
五
万
三
千
百
円
」
に
、
「
二
百
十
万
六
百
円
」
を
「
百
四
十
五
万
千
円
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験

研
究
用
等
原
子
炉
」
に
、
「
八
百
六
十
六
万
千
九
百
円
」
を
「
八
百
四
十
四
万
五
千
三
百
円
」
に
、
「
八
百
六
十
六
万
六
百

円
」
を
「
八
百
四
十
四
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
八
の
項
イ
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に



改
め
、
「
設
置
に
伴
う
」
を
削
り
、
「
二
百
七
十
四
万
六
千
六
百
円
」
を
「
二
百
二
十
一
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
二
百
七

十
四
万
五
千
三
百
円
」
を
「
二
百
二
十
一
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
四
十
九
万
千
六
百
円
」
を
「
七
十
三
万
二

千
三
百
円
」
に
、
「
四
十
九
万
三
百
円
」
を
「
七
十
三
万
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
九
の
項
イ
並
び
に
二
十
一
の
項
ロ

及
び
ハ
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
二
の
項
イ
中
「
二
十
五
万
四
千
四
百
円
」
を

「
二
十
九
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
二
十
五
万
三
千
二
百
円
」
を
「
二
十
九
万
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
原
子

炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
、
「
四
十
六
万
八
千
百
円
」
を
「
五
十
四
万
七
千
百
円
」
に
、
「
四
十
六
万
六
千
八

百
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
原
子
炉
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
」
に
、
「
百
二
十
一
万

八
千
六
百
円
」
を
「
百
四
十
六
万
四
千
九
百
円
」
に
、
「
百
二
十
一
万
七
千
三
百
円
」
を
「
百
四
十
六
万
二
千
八
百
円
」
に

改
め
、
同
表
の
二
十
三
の
項
中
「
二
十
三
万
千
四
百
円
」
を
「
三
十
三
万
九
千
百
円
」
に
、
「
二
十
三
万
二
百
円
」
を
「
三

十
三
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
七
の
項
中
「
九
十
万
九
千
二
百
円
」
を
「
七
十
九
万
三
百
円
」
に
、
「
九
十
万
七

千
八
百
円
」
を
「
七
十
八
万
八
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
八
の
項
中
「
三
十
二
万
四
千
八
百
円
」
を
「
三
十
四
万

五
千
二
百
円
」
に
、
「
三
十
二
万
三
千
四
百
円
」
を
「
三
十
四
万
三
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
九
の
項
中
「
五
十

三
万
三
千
五
百
円
」
を
「
三
十
九
万
千
八
百
円
」
に
、
「
五
十
三
万
二
千
二
百
円
」
を
「
三
十
八
万
九
千
八
百
円
」
に
改
め



、
同
表
の
七
十
二
の
項
を
同
表
の
八
十
八
の
項
と
し
、
同
表
の
七
十
一
の
項
を
同
表
の
八
十
七
の
項
と
し
、
同
表
の
七
十
の

項
イ
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
八
十
六
の

項
と
し
、
同
表
の
六
十
九
の
項
を
同
表
の
八
十
五
の
項
と
し
、
同
表
の
三
十
の
項
か
ら
六
十
八
の
項
ま
で
を
十
六
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
表
の
二
十
九
の
項
の
次
に
次
の
十
六
項
を
加
え
る
。

三
十

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

千
七
十
万
三
千
九
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
七

十
万
千
八
百
円
）

三
十
一

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
増
加
又
は
発
電
用
原
子
炉
の

四
百
二
万
八
千
六
百
円
（
電
子
申
請

基
数
の
増
加
に
係
る
変
更
の
許
可

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百

二
万
六
千
六
百
円
）

ロ

そ
の
他
の
変
更
の
許
可

五
十
二
万
四
千
百
円
（
電
子
申
請
等

に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十
二



万
二
千
百
円
）

三
十
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増

百
六
十
六
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申

加
に
係
る
工
事
の
計
画
の
認
可

請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百

六
十
六
万
百
円
）

ロ

そ
の
他
の
工
事
の
計
画
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可

三
十
六
万
八
千
四
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十

六
万
六
千
三
百
円
）

三
十
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
の
使
用
前
検
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

イ

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増

千
四
百
四
万
七
千
三
百
円
（
電
子
申

加
に
係
る
工
事
に
係
る
使
用
前
検
査

請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千



四
百
四
万
五
千
二
百
円
）

ロ

そ
の
他
の
使
用
前
検
査

五
十
九
万
三
千
五
百
円
（
電
子
申
請

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十

九
万
二
千
二
百
円
）

三
十
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一
項
の
燃
料
体
検
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

イ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の
総
数
（
燃
料
体
が
燃

十
二
万
六
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に

料
棒
で
構
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
燃
料
体
の

よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
一
万
九

数
の
総
数
。
以
下
同
じ
。
）
が
千
個
以
下
の
燃
料
体
検
査

千
三
百
円
）

ロ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の
総
数
が
千
個
を
超
え

十
二
万
六
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に

る
燃
料
体
検
査

よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
一
万
九

千
三
百
円
）
に
千
個
を
超
え
る
千
個

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
九
万



八
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

三
十
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
四
項
の
燃
料
体
検
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

イ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の
総
数
が
千
個
以
下
の

六
万
三
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

燃
料
体
検
査

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
万
九
千
六
百

五
十
円
）

ロ

燃
料
体
を
構
成
す
る
燃
料
棒
の
数
の
総
数
が
千
個
を
超
え

六
万
三
千
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

る
燃
料
体
検
査

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
万
九
千
六
百

五
十
円
）
に
千
個
を
超
え
る
千
個
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
四
万
九

千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

三
十
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
三
第
三
項
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

者



イ

溶
接
箇
所
が
三
百
箇
所
以
内
の
原
子
炉
容
器
等
に
係
る
溶

百
十
四
万
四
千
百
円

接
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
の
審
査

ロ

溶
接
箇
所
が
三
百
箇
所
を
超
え
る
原
子
炉
容
器
等
に
係
る

百
十
四
万
四
千
百
円
に
三
百
箇
所
を

溶
接
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
の
審
査

超
え
る
百
五
十
箇
所
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
五
十
七
万
二
千
円
を

加
算
し
た
額

三
十
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
の
施
設
定
期
検
査
を
受
け
よ

二
百
二
十
五
万
九
千
七
百
円
（
電
子

う
と
す
る
者

申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

二
百
二
十
五
万
五
千
六
百
円
）

三
十
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
第
四
項
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

二
千
九
百
二
十
九
万
四
千
円

者

三
十
九

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

三
十
二
万
七
千
五
百
円
（
電
子
申
請

る
者

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十



二
万
五
千
四
百
円
）

四
十

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
一
項
の
型
式
証
明
を
受
け
よ
う

七
十
四
万
三
千
六
百
円
（
電
子
申
請

と
す
る
者

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
七
十

四
万
千
六
百
円
）

四
十
一

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

五
十
四
万
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る

者

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十
三
万
八
千

円
）

四
十
二

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
一
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

四
百
六
十
八
万
六
千
七
百
円
（
電
子

る
者

申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

四
百
六
十
八
万
四
千
六
百
円
）

四
十
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
の

百
八
十
四
万
七
千
円
（
電
子
申
請
等

三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
八
十

四
万
四
千
九
百
円
）



四
十
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

四
十
三
万
六
千
七
百
円
（
電
子
申
請

十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
四
項

等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ

三
万
四
千
六
百
円
）

う
と
す
る
者

四
十
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
五
十
五
万
二
千
九
百
円
（
電
子
申

十
二
条
の
六
第
八
項
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
四
項

請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
七
第
九
項
の
確
認
を
受
け
よ

五
十
五
万
九
百
円
）

う
と
す
る
者

別
表
第
二
の
一
の
項
（
二
）
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。

（
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
二
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三
条



の
三
の
二
十
二
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二

条
の
二
第
四
項
」
を
加
え
る
。

（
電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
気
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
表
第
九
号
の
二
中
「
第
五
十
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
第
五

十
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
（
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
が
行
う
法
第
五
十

二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
十
二
号
の
二
中
「
第
五
十
条
の
二
第
五

項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
出
入
す
る
」
を
「
出
入
り
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。



（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
原
子
炉
は
」
を
「
発
電
用
原
子
炉
は
」
に
改
め
る
。

（
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
号
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
の

発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。

（
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
号
中
「
原
子
炉
施
設
」
を
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に



規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。

（
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
設
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
設
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
施
設
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定

す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
」
に
改
め
る
。

（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
、

第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
九
か
ら
第
四
十



三
条
の
三
の
十
六
ま
で
」
に
、
「
第
三
十
七
条
及
び
第
四
十
三
条
の
二
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
並
び
に
第
四
十

三
条
の
三
の
二
十
七
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
又
は
同
条

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
条
第
三
項
」
と
、
「
届
け
出
た
と
こ
ろ
」
と
あ
る
の
は
「
届
け
出
た
と
こ
ろ
又
は
第
六
十

四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
」
と
す
る
。

第
二
章

経
過
措
置

第
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
以
下
「
設
置
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際

現
に
旧
発
電
用
原
子
炉
（
設
置
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
第
四
号
旧
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
者
は
、
当
該
旧
発
電
用
原
子
炉
が
東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
第
一
条
に
規
定
す
る
東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
東
京
電
力
株
式
会



社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
設
置
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
ま
で

に
設
置
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
第
四
号
新
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
設
置
法
附
則
第
二
十
三
条

第
一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
旧
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
第
四
号
新
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第

九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
設
置
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
第
四
号
旧
規
制
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
旧
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
申
請
を
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
係
る
旧
発

電
用
原
子
炉
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
二
十
条
の
五
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。



理

由

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


